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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成25年11月7日(2013.11.7)

【公表番号】特表2013-505390(P2013-505390A)
【公表日】平成25年2月14日(2013.2.14)
【年通号数】公開・登録公報2013-008
【出願番号】特願2012-529927(P2012-529927)
【国際特許分類】
   Ｆ０１Ｎ   3/28     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  33/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/86     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０１Ｎ   3/28    ３１１Ｎ
   Ｆ０１Ｎ   3/28    ３１１Ｓ
   Ｂ０１Ｊ  33/00    ＺＡＢＧ
   Ｂ０１Ｄ  53/36    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成25年9月13日(2013.9.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　汚染防止装置のためのマウンティングマットであって、前記マットは、
　少なくとも第１のシート及び第２のシートであって、それぞれのシートは異なる幅寸法
、長さ寸法、又は幅及び長さ寸法の双方を有するシートと、
　前記マットの中央領域のみに位置づけられ、前記少なくとも第１及び第２のシートの平
面に対して垂直な方向への前記少なくとも第１及び第２のシートの移動が、実質的に前記
マットの中央領域に制限されるように、前記少なくとも第１及び第２のシートを実質的に
互いに接触させて一緒に保持するように適合された固定手段と、
　前記少なくとも第１及び第２のシートを前記マットの対向する縁部領域で一緒に保持す
るための保持手段であって、前記保持手段は、（ｉ）前記マットの対向する縁部領域で前
記少なくとも第１及び第２のシートが互いに対して平行に移動するのが可能である状態で
、前記少なくとも第１及び第２のシートを一緒に保持するように、及び／又は（ｉｉ）本
体に巻き付けられると破断し、それによって、前記マットの対向する縁部領域で前記少な
くとも第１及び第２のシートが互いに対して平行に移動するのを可能とするように適合さ
れる、保持手段と、を備える、マウンティングマット。
【請求項２】
　汚染防止装置のためのマウンティングマットであって、前記マットは、
　少なくとも第１のシート及び第２のシートであって、それぞれのシートは異なる幅寸法
、長さ寸法、又は幅及び長さ寸法の双方を有するシートと、
　前記マットの縁部領域に位置づけられ、前記少なくとも第１及び第２のシートの平面に
対して垂直な方向への前記少なくとも第１及び第２のシートの移動が、実質的に前記マッ
トの縁部領域に制限されるように、前記少なくとも第１及び第２のシートを実質的に互い
に接触させて一緒に保持するように適合された固定手段と、
　前記少なくとも第１及び第２のシートを前記マットの対向する縁部領域で一緒に保持す
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るための保持手段であって、前記保持手段は、（ｉ）前記マットの対向する縁部領域で前
記少なくとも第１及び第２のシートが互いに対して平行に移動するのが可能である状態で
、前記少なくとも第１及び第２のシートを一緒に保持するように、及び／又は（ｉｉ）本
体に巻き付けられると破断し、それによって、前記マットの対向する縁部領域で前記少な
くとも第１及び第２のシートが互いに対して平行に移動するのを可能とするように適合さ
れる、保持手段と、を備える、マウンティングマット。
【請求項３】
　前記シートが、前記マットの対向する縁部領域と、前記マットの対向する縁部領域の間
の領域とで一緒に保持されるように、前記マット上に位置付けられる少なくとも３つの保
持手段を備える、請求項１に記載のマウンティングマット。
【請求項４】
　第１の種類の保持手段と、第２の種類の保持手段とを備える、請求項１又は３に記載の
マウンティングマット。
【請求項５】
　前記保持手段が、ピン、ステープル、ひも、バンド、糸、接着剤領域、及び可撓性リン
ケージのうちの１つであり、前記固定手段が、少なくとも１つの接着剤区域を含む、請求
項１～４のいずれか一項に記載のマウンティングマット。
【請求項６】
　前記少なくとも第１及び第２のシートの一方の少なくとも１つの縁部が、前記少なくと
も第１及び第２のシートのもう一方の対応する縁部からオフセットされる、請求項１～５
のいずれか一項に記載のマウンティングマット。
【請求項７】
　（ａ）前記第１及び第２のシートが、無機繊維の不織布シートを含むか、（ｂ）前記第
１のシート及び／又は前記第２のシートが膨張材料を含むか、（ｃ）前記第１のシート及
び／又は前記第２のシートが非膨張材料を含むか、の少なくとも１つである、請求項１～
６のいずれか一項に記載のマウンティングマット。
【請求項８】
　汚染防止装置であって、
　ハウジングと、
　ハウジング内に配置される汚染防止要素と、
　請求項１～７のいずれか一項に記載のマウンティングマットと、
　を備え、前記マウンティングマットが、前記ハウジングと前記汚染防止要素との間に画
定される隙間の中に配置される、汚染防止装置。
【請求項９】
　汚染防止装置の製造方法であって、
　請求項１～７のいずれか一項に記載のマウンティングマットを提供する工程と、
　前記マウンティングマットを汚染防止要素に巻き付ける工程と、
　前記マウンティングマット及び前記汚染防止要素をハウジング内に配置する工程と、
　を含む製造方法。
【請求項１０】
　前記マウンティングマットが、自動搬送手段によって保管場所から加工場所まで移送さ
れる、請求項９に記載の汚染防止装置の製造方法。


	header
	written-amendment

